様式第７号　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福 相 障 第　 　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　様
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県身体障害者更生相談所長　


却　下　決　定　通　知　書

令和　 年　 月　 日に申請された身体障害者福祉法（昭和24年法律 283 号）に基づく身体障害者手帳の交付申請について、次の理由により却下することに決定しましたので通知します。

記

	
本人氏名： 
障害区分： 
却下理由： 




（教示）
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、岡山県知事に対して審査請求をし、若しくは同日から起算して６月以内に岡山県を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。

	担当課：岡山県身体障害者更生相談所
担　当：身体障害者手帳担当
連絡先：086-235-4065



